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１．グランドデザイン地域事例（５地域）

　今回の実地調査では、発見と支援・就学後へのつながり・その他の特色ある取組や成果の３点を中
心に行った。５地域の報告一覧を表１に提示する。
　５地域のうち、４地域が人口３万から５万人の市であり、規模的にも、住民の顔が見えやすく行政
的にも連携のとりやすい地域と考えられた。教育委員会が中心に推進している地域（駒ヶ根市、松江
市）、健康福祉部が中心となっている地域（亀山市、倉吉市、湖南市）に分かれた。また、統括機関
を設置している亀山市、湖南市、次年度設置する松江市と、部内で連携機能を重視して取り組む駒ヶ
根市、倉吉市に分けることができた。
　まず、５地域の実態を紹介する。

＜調査内容＞
　　母子保健、障害福祉、保育、教育委員会等の関係各課が取り組む以下の項目について、聞き取り 
　　調査を行った。
　
　　①　発見と支援　　　　　　・法定健診とその後のフォロー

・５歳時健診、就学時健診とその後のフォロー
・幼稚園、保育所での発見支援

　　②　就学後へのつながり
・小学校への移行支援とその後の支援
・その後の移行支援

　　③　その他の特色ある取組や成果

　「発達障害のある子どもの早期からの総合的支援システムに関する研究」
（2007）において、早期対応に特色のある取組をしている地域事例を紹介した。
本報告では、紹介した地域に対しグランドデザインの実施状況をアンケート調査
し、その中から５地域に実地調査を実施した。本章では、早期支援の取組の充実
状況と、その取組が次のステージに見られる効果を検討する。

第 3章
早期支援の成果と課題
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表
１
　
　
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
地
域
事
例
　
再
調
査
一
覧

人
口

亀
山
市

倉
吉
市

湖
南
市

駒
ヶ
根
市

松
江
市

出
生
数

50
,4
70

51
,0
57

55
,4
42

33
,6
29

19
2,
31
3

48
4

45
0

50
0

31
2

1,
67
4

1.
6
歳
、
３
歳
児
健
診

母
子
保
健
担
当
保
健
師
と
子
ど
も
支

援
室
所
属
の
保
健
師
が
実
施

要
経
過
観
察
児
・
・
・
年
3
回
の
フ
ォ

ロ
ー
教
室
（
の
び
の
び
教
室
）、
最
終

回
に
気
に
な
る
児
に
対
し
て
は
「
の

び
の
び
ク
ラ
ブ
」
で
就
園
時
ま
で
フ
ォ

ロ
ー
す
る
。
療
育
事
業
：
週
に
1
回

の
小
集
団
指
導（
３
ヶ
月
を
1
ク
ー
ル
）

1.
6
歳
、
３
歳
児
健
診
の
問
診
票
の
見

直
し
。
1.
6
歳
児
健
診
後
の
親
子
教
室

の
実
施
。
問
診
票
の
追
加
に
よ
り
フ
ォ

ロ
ー
児
が
増
加
。
保
育
、
教
育
と
の

連
携
機
能
の
向
上
が
図
れ
た
。

健
診
（
４
ヶ
月
、
10
ヶ
月
、
1.
6
歳
、

2.
6
歳
、
3.
6
歳
児
）
健
診
後
、

就
学
前
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
を
行
い
、

処
遇
を
検
討
。
親
子
教
室
、療
育
教
室
、

就
学
前
こ
と
ば
の
教
室
で
フ
ォ
ロ
ー

健
診（
3,
5,
9
ヶ
月
、１
歳
、1
.6
歳
,２
歳
,

2.
6
歳
,３
歳
５
歳
児
健
診
）
園
対
応
、

巡
回
対
応
、
医
療
機
関
　
児
童
発
達

支
援
施
設
　
幼
児
く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ

で
対
応

1
ヶ
月
、
4
ヶ
月
、
10
ヶ
月
、
1，
6
歳
、

３
歳
児
健
診
：
４
、1
0
ヶ
月
健
診
に「
母

親
の
気
持
ち
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
追
加
、

1，
6
歳
・
3，
6
歳
児
健
診
に
発
達
障

害
を
想
定
し
た
項
目
を
追
加
。
10
ヶ

月
→
医
療
機
関
→
療
育
機
関
　
10
ヶ

月
以
降
→
医
療
機
関
・
発
達
健
康
相

談
→
療
育
機
関
,保
・
幼

５
歳
児
健
診
は
実
施
し
て
い
な
い

保
護
者
・
就
園
先
職
員
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
で
の
１
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

の
実
施
。
５
歳
児
発
達
相
談
後
の
フ
ォ

ロ
ー
と
し
て
小
学
校
通
級
指
導
教
室

の
活
用
、
教
育
委
員
会
指
導
主
事
の

参
加
。

５
歳
児
健
診
は
実
施
し
て
い
な
い
。

５
回
の
健
診
と
保
育
所
・
幼
稚
園
で

の
気
づ
き
と
支
援
に
よ
り
、
５
歳
時

健
診
は
必
要
が
な
く
、
就
学
時
健
診

に
お
い
て
も
同
様
で
、
特
に
チ
ェ
ッ

ク
は
行
わ
な
い
。

平
成
16
年
度
よ
り
実
施
。
集
団
遊
び
、

発
達
検
査
、
歯
科
検
診
、
二
次
チ
ェ
ッ

ク
、
医
師
の
診
察
。

フ
ォ
ロ
ー
が
必
要
と
さ
れ
た
内
保
護

者
了
解
が
得
ら
れ
た
子
ど
も
を
幼
児

く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
で
対
応
。

現
在
実
施
し
て
い
な
い
、
合
併
予
定

の
東
出
雲
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め

調
整
中

発
見
と
支
援

法
定
健
診
と
そ
の
後
の

フ
ォ
ロ
ー

小
学
校
に
情
緒
の
通
級
指
導
教
室
を

設
置
。
ほ
と
ん
ど
の
事
例
が
就
学
前

の
相
談
歴
が
あ
る
。
小
集
団
指
導
「
こ

み
け
ク
ラ
ブ
」
の
実
施
。

（
小
中
の
通
級
教
室
に
通
う
子
ど
も
）

相
談
指
導
教
室
を
設
置
し
、
発
達
障

害
の
あ
る
幼
児
及
び
保
護
者
、
指
導

者
に
対
す
る
教
育
相
談
と
指
導
助
言

の
実
施
。
１
年
生
訪
問
：
指
導
主
事
、

保
健
師
訪
問
。
１
年
生
に
ひ
ら
が
な

を
書
く
こ
と
の
調
査
、
３
年
生
に
数

に
関
す
る
調
査
の
実
施
。

倉
吉
個
別
支
援
計
画
の
作
成
と
活
用

園
の
作
成
し
た
個
別
指
導
経
過
の
引

き
継
ぎ

小
中
学
校
へ
の
巡
回
相
談
を
実
施

１
年
生
対
象
に
読
み
書
き
チ
ェ
ッ
ク

を
実
施
、
２
年
生
に
も
実
施
。

チ
ェ
ッ
ク
か
ら
抽
出
し
た
児
童
は
、

巡
回
相
談
員
の
授
業
参
観
、
発
達
検

査
を
実
施
。
こ
と
ば
の
教
室
の
活
用
。

「
子
ど
も
カ
ル
テ
（
発
育
発
達
支
援
個

人
票
）」
に
よ
り
、
支
援
内
容
を
文
章

化
。
つ
く
し
園
や
相
談
な
ど
で
つ
な

が
り
の
あ
る
子
ど
も
以
外
は
十
分
に

フ
ォ
ロ
ー
で
き
て
い
な
い
が
、
就
学

後
に
実
施
さ
れ
て
い
る
５
歳
児
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
で
子
ど
も
の
ニ
ー

ズ
を
確
認
。
学
童
（
ト
ム
ソ
ー
ヤ
）

で
フ
ォ
ロ
ー

「
だ
ん
だ
ん
フ
ァ
イ
ル
」
の
見
直
し
（
体

裁
・
内
容
・
周
知
・
広
域
連
携
事
業
等
）

個
別
の
移
行
支
援
会
議
、
移
行
支
援

計
画
作
成
会
議

・
小
学
校
、
特
別
支
援
学
校
小
学
部
へ

の
見
学
・
・
・
4
歳
児
ク
ラ
ス
の
３
月

か
ら
開
始

就
学
後
へ
の
つ
な
が
り

小
学
校
へ
の
移
行
支
援

中
学
以
降
の
支
援
と
し
て
、
青
少
年

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
で
不
登
校
、
ひ

き
こ
も
り
等
へ
の
支
援
を
行
う
。
高

等
学
校
以
降
は
、
障
害
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
「
あ
い
」
で
フ
ォ
ロ
ー
を

開
始

移
行
支
援
会
議
の
開
催

中
学
校
以
降
：
通
級
指
導
教
室
、
元

気
は
つ
ら
つ
プ
ラ
ン
に
よ
る
教
育
支

援
員
の
配
置
。Ｌ
Ｄ
等
専
門
員
に
よ
る

巡
回
相
談
。

高
校
生
の
支
援
：
通
級
指
導
教
室
、

今
後
高
等
養
護
学
校
の
設
置

中
学
校
へ
は
個
別
の
指
導
計
画
を
基

に
引
き
継
ぎ

高
校
へ
は
個
別
の
指
導
計
画
（
保
護

者
・
本
人
了
解
）
の
も
と
、
引
き
継
ぐ
。

必
要
に
応
じ
て
、
高
校
進
学
し
た
生

徒
へ
の
定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施
。

相
談
窓
口
と
し
て
発
達
支
援
室
が
対

応
。

５
歳
児
健
診
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
：

要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も
に
つ
い

て
学
齢
期
で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

（
２
、
５
年
生
で
実
施
）

・
移
行
支
援
計
画
作
成
会
議

　
保
護
者
、
在
籍
園
長
、
担
任
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
就
学
予
定
校
、
関

係
機
関
の
者
（
家
庭
、
園
で
の
様
子

と
支
援
の
内
容
、
子
ど
も
の
捉
え
、

長
期
目
標
、
就
学
後
の
支
援
内
容
）

・
小
学
校
へ
の
連
絡
会

　
新
１
年
生
の
4
月
1
日
～
入
学
式

ま
で
に
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
保

護
者
が
学
校
訪
問
し
て
実
施
。
担
任

に
直
接
引
き
継
ぎ
が
可
能
。

そ
の
後
の
移
行
支
援

亀
山
市
子
ど
も
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　
従
来
の
子
ど
も
総
合
支
援
室
が
児

童
福
祉
部
門
と
連
携
し
、
福
祉
に
関

わ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
も
関
わ
れ
る

よ
う
に
し
た
。
子
ど
も
の
相
談
情
報

を
一
括
管
理
。

一
旦
相
談
の
流
れ
に
乗
る
と
、
中
断

す
る
こ
と
な
く
終
結
が
若
干
あ
る
程

度
。

（
福
祉
部
に
統
括
機
関
設
置
）

生
涯
を
通
し
た
支
援
体
制
：
継
続
し

た
支
援
の
体
制
づ
く
り
、
地
域
の
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ク
づ
く
り
、
デ
ー
タ
ー

管
理
シ
ス
テ
ム
（
個
別
支
援
計
画
の

作
成
と
併
せ
、
乳
幼
児
検
診
か
ら
一

貫
し
て
支
援
す
る
体
制
）

（
福
祉
部
中
心
に
推
進
）

生
涯
が
あ
る
人
が
地
域
で
い
き
い
き

と
生
活
で
き
る
た
め
の
自
立
支
援
に

関
す
る
湖
南
市
条
例
に
基
づ
い
た
、

生
涯
に
わ
た
る
一
貫
し
た
支
援
体
制

の
構
築
。

個
別
指
導
計
画
に
関
す
る
要
綱

湖
南
市
特
別
支
援
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク （
福
祉
部
に
統
括
機
関
設
置
）

５
歳
児
健
診
、
及
び
そ
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
調
査

　
要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も
の
内
、

多
動
・
衝
動
性
の
子
ど
も
は
落
ち
着

い
て
き
て
い
る
が
、
学
習
面
効
果
は

弱
い
よ
う
で
あ
る

（
教
育
委
員
会
部
局
に
子
ど
も
支
援
部

署
を
集
中
）

心
身
障
害
児
小
規
模
療
育
事
業

　
親
子
支
援
の
場
と
し
て
、
発
達
健

康
相
談
か
ら
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
つ

な
ぎ
的
役
割

（
教
育
委
員
会
部
局
が
中
心
に
推
進
、

次
年
度
 セ
ン
タ
ー
設
置
予
定
）

特
色
あ
る
取
り
組
み

５
歳
児
健
診

療
育
相
談
事
業
で
、
保
育
士
・
幼
稚

園
教
諭
の
専
門
性
向
上
の
養
成
事
業

を
実
施

現
場
で
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

現
場
職
員
へ
の
指
導
（
専
門
医
・
自

閉
症
、
発
達
障
害
支
援
セ
ン
タ
ー
支

援
員
等
）。
保
育
士
等
基
礎
研
修
の
実

施

園
内
委
員
会
で
の
ケ
ー
ス
検
討
→
発

達
相
談
→
就
学
前
サ
ー
ビ
ス
調
整
会

議
で
検
討
→
支
援
（
園
で
の
経
過
観

察
、
療
育
教
室
、
こ
と
ば
の
教
室
、

家
庭
児
童
相
談
室
、
医
療
機
関
に
繋

げ
る
体
制
）

保
育
園
、
幼
稚
園
巡
回
相
談
：
臨
床

心
理
士
、
言
語
聴
覚
士
、
作
業
療
法

士
が
園
を
年
に
３
、
４
回
巡
回
相
談

を
実
施
（
５
歳
児
健
診
に
お
い
て
要

観
察
、
要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も

や
気
に
な
る
子
ど
も
）

障
害
児
加
配
保
育
士
、
特
別
支
援
教

育
指
導
員
・
介
助
員
　
子
育
て
課
指

導
主
事
・
特
別
支
援
教
育
課
指
導
主

事
に
よ
る
訪
問
指
導
、
教
育
相
談

　
松
江
市
保
育
・
教
育
サ
ポ
ー
ト
事

業
、
ほ
っ
と
相
談
・
特
別
支
援
幼
児

教
室

幼
稚
園
、
保
育
所
で
の

発
見
支
援

健
診
時
に
使
用
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
を
見
直
し
、
３
歳
児
健
診
以
降
就

学
ま
で
の
す
き
間
を
埋
め
る
よ
う
な

項
目
に
再
構
成

就
学
時
学
習
適
応
検
査
に
よ
る
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
。
３
年
前
か
ら

「
観
察
票
」
に
よ
る
行
動
観
察
を
行
い
、

発
達
障
害
の
疑
い
の
あ
る
児
童
の
把

握
を
行
う
。

５
歳
時
健
診
が
あ
る
た
め
、
形
骸
化

の
部
分
が
み
ら
れ
る
。

特
筆
事
項
は
な
い
。
支
援
を
要
す
る

子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
就
学
健
診
以

前
に
動
き
が
あ
る
。

就
学
時
健
診
と
そ
の
後

の
フ
ォ
ロ
ー
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表
１
　
　
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
地
域
事
例
　
再
調
査
一
覧

人
口

亀
山
市

倉
吉
市

湖
南
市

駒
ヶ
根
市

松
江
市

出
生
数

50
,4
70

51
,0
57

55
,4
42

33
,6
29

19
2,
31
3

48
4

45
0

50
0

31
2

1,
67
4

1.
6
歳
、
３
歳
児
健
診

母
子
保
健
担
当
保
健
師
と
子
ど
も
支

援
室
所
属
の
保
健
師
が
実
施

要
経
過
観
察
児
・
・
・
年
3
回
の
フ
ォ

ロ
ー
教
室
（
の
び
の
び
教
室
）、
最
終

回
に
気
に
な
る
児
に
対
し
て
は
「
の

び
の
び
ク
ラ
ブ
」
で
就
園
時
ま
で
フ
ォ

ロ
ー
す
る
。
療
育
事
業
：
週
に
1
回

の
小
集
団
指
導（
３
ヶ
月
を
1
ク
ー
ル
）

1.
6
歳
、
３
歳
児
健
診
の
問
診
票
の
見

直
し
。
1.
6
歳
児
健
診
後
の
親
子
教
室

の
実
施
。
問
診
票
の
追
加
に
よ
り
フ
ォ

ロ
ー
児
が
増
加
。
保
育
、
教
育
と
の

連
携
機
能
の
向
上
が
図
れ
た
。

健
診
（
４
ヶ
月
、
10
ヶ
月
、
1.
6
歳
、

2.
6
歳
、
3.
6
歳
児
）
健
診
後
、

就
学
前
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
を
行
い
、

処
遇
を
検
討
。
親
子
教
室
、療
育
教
室
、

就
学
前
こ
と
ば
の
教
室
で
フ
ォ
ロ
ー

健
診（
3,
5,
9
ヶ
月
、１
歳
、1
.6
歳
,２
歳
,

2.
6
歳
,３
歳
５
歳
児
健
診
）
園
対
応
、

巡
回
対
応
、
医
療
機
関
　
児
童
発
達

支
援
施
設
　
幼
児
く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ

で
対
応

1
ヶ
月
、
4
ヶ
月
、
10
ヶ
月
、
1，
6
歳
、

３
歳
児
健
診
：
４
、1
0
ヶ
月
健
診
に「
母

親
の
気
持
ち
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
追
加
、

1，
6
歳
・
3，
6
歳
児
健
診
に
発
達
障

害
を
想
定
し
た
項
目
を
追
加
。
10
ヶ

月
→
医
療
機
関
→
療
育
機
関
　
10
ヶ

月
以
降
→
医
療
機
関
・
発
達
健
康
相

談
→
療
育
機
関
,保
・
幼

５
歳
児
健
診
は
実
施
し
て
い
な
い

保
護
者
・
就
園
先
職
員
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
で
の
１
次
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

の
実
施
。
５
歳
児
発
達
相
談
後
の
フ
ォ

ロ
ー
と
し
て
小
学
校
通
級
指
導
教
室

の
活
用
、
教
育
委
員
会
指
導
主
事
の

参
加
。

５
歳
児
健
診
は
実
施
し
て
い
な
い
。

５
回
の
健
診
と
保
育
所
・
幼
稚
園
で

の
気
づ
き
と
支
援
に
よ
り
、
５
歳
時

健
診
は
必
要
が
な
く
、
就
学
時
健
診

に
お
い
て
も
同
様
で
、
特
に
チ
ェ
ッ

ク
は
行
わ
な
い
。

平
成
16
年
度
よ
り
実
施
。
集
団
遊
び
、

発
達
検
査
、
歯
科
検
診
、
二
次
チ
ェ
ッ

ク
、
医
師
の
診
察
。

フ
ォ
ロ
ー
が
必
要
と
さ
れ
た
内
保
護

者
了
解
が
得
ら
れ
た
子
ど
も
を
幼
児

く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
で
対
応
。

現
在
実
施
し
て
い
な
い
、
合
併
予
定

の
東
出
雲
町
で
実
施
し
て
い
る
た
め

調
整
中

発
見
と
支
援

法
定
健
診
と
そ
の
後
の

フ
ォ
ロ
ー

小
学
校
に
情
緒
の
通
級
指
導
教
室
を

設
置
。
ほ
と
ん
ど
の
事
例
が
就
学
前

の
相
談
歴
が
あ
る
。
小
集
団
指
導
「
こ

み
け
ク
ラ
ブ
」
の
実
施
。

（
小
中
の
通
級
教
室
に
通
う
子
ど
も
）

相
談
指
導
教
室
を
設
置
し
、
発
達
障

害
の
あ
る
幼
児
及
び
保
護
者
、
指
導

者
に
対
す
る
教
育
相
談
と
指
導
助
言

の
実
施
。
１
年
生
訪
問
：
指
導
主
事
、

保
健
師
訪
問
。
１
年
生
に
ひ
ら
が
な

を
書
く
こ
と
の
調
査
、
３
年
生
に
数

に
関
す
る
調
査
の
実
施
。

倉
吉
個
別
支
援
計
画
の
作
成
と
活
用

園
の
作
成
し
た
個
別
指
導
経
過
の
引

き
継
ぎ

小
中
学
校
へ
の
巡
回
相
談
を
実
施

１
年
生
対
象
に
読
み
書
き
チ
ェ
ッ
ク

を
実
施
、
２
年
生
に
も
実
施
。

チ
ェ
ッ
ク
か
ら
抽
出
し
た
児
童
は
、

巡
回
相
談
員
の
授
業
参
観
、
発
達
検

査
を
実
施
。
こ
と
ば
の
教
室
の
活
用
。

「
子
ど
も
カ
ル
テ
（
発
育
発
達
支
援
個

人
票
）」
に
よ
り
、
支
援
内
容
を
文
章

化
。
つ
く
し
園
や
相
談
な
ど
で
つ
な

が
り
の
あ
る
子
ど
も
以
外
は
十
分
に

フ
ォ
ロ
ー
で
き
て
い
な
い
が
、
就
学

後
に
実
施
さ
れ
て
い
る
５
歳
児
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
で
子
ど
も
の
ニ
ー

ズ
を
確
認
。
学
童
（
ト
ム
ソ
ー
ヤ
）

で
フ
ォ
ロ
ー

「
だ
ん
だ
ん
フ
ァ
イ
ル
」
の
見
直
し
（
体

裁
・
内
容
・
周
知
・
広
域
連
携
事
業
等
）

個
別
の
移
行
支
援
会
議
、
移
行
支
援

計
画
作
成
会
議

・
小
学
校
、
特
別
支
援
学
校
小
学
部
へ

の
見
学
・
・
・
4
歳
児
ク
ラ
ス
の
３
月

か
ら
開
始

就
学
後
へ
の
つ
な
が
り

小
学
校
へ
の
移
行
支
援

中
学
以
降
の
支
援
と
し
て
、
青
少
年

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
で
不
登
校
、
ひ

き
こ
も
り
等
へ
の
支
援
を
行
う
。
高

等
学
校
以
降
は
、
障
害
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
「
あ
い
」
で
フ
ォ
ロ
ー
を

開
始

移
行
支
援
会
議
の
開
催

中
学
校
以
降
：
通
級
指
導
教
室
、
元

気
は
つ
ら
つ
プ
ラ
ン
に
よ
る
教
育
支

援
員
の
配
置
。Ｌ
Ｄ
等
専
門
員
に
よ
る

巡
回
相
談
。

高
校
生
の
支
援
：
通
級
指
導
教
室
、

今
後
高
等
養
護
学
校
の
設
置

中
学
校
へ
は
個
別
の
指
導
計
画
を
基

に
引
き
継
ぎ

高
校
へ
は
個
別
の
指
導
計
画
（
保
護

者
・
本
人
了
解
）
の
も
と
、
引
き
継
ぐ
。

必
要
に
応
じ
て
、
高
校
進
学
し
た
生

徒
へ
の
定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施
。

相
談
窓
口
と
し
て
発
達
支
援
室
が
対

応
。

５
歳
児
健
診
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
：

要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も
に
つ
い

て
学
齢
期
で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

（
２
、
５
年
生
で
実
施
）

・
移
行
支
援
計
画
作
成
会
議

　
保
護
者
、
在
籍
園
長
、
担
任
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
就
学
予
定
校
、
関

係
機
関
の
者
（
家
庭
、
園
で
の
様
子

と
支
援
の
内
容
、
子
ど
も
の
捉
え
、

長
期
目
標
、
就
学
後
の
支
援
内
容
）

・
小
学
校
へ
の
連
絡
会

　
新
１
年
生
の
4
月
1
日
～
入
学
式

ま
で
に
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
保

護
者
が
学
校
訪
問
し
て
実
施
。
担
任

に
直
接
引
き
継
ぎ
が
可
能
。

そ
の
後
の
移
行
支
援

亀
山
市
子
ど
も
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　
従
来
の
子
ど
も
総
合
支
援
室
が
児

童
福
祉
部
門
と
連
携
し
、
福
祉
に
関

わ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
も
関
わ
れ
る

よ
う
に
し
た
。
子
ど
も
の
相
談
情
報

を
一
括
管
理
。

一
旦
相
談
の
流
れ
に
乗
る
と
、
中
断

す
る
こ
と
な
く
終
結
が
若
干
あ
る
程

度
。

（
福
祉
部
に
統
括
機
関
設
置
）

生
涯
を
通
し
た
支
援
体
制
：
継
続
し

た
支
援
の
体
制
づ
く
り
、
地
域
の
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ク
づ
く
り
、
デ
ー
タ
ー

管
理
シ
ス
テ
ム
（
個
別
支
援
計
画
の

作
成
と
併
せ
、
乳
幼
児
検
診
か
ら
一

貫
し
て
支
援
す
る
体
制
）

（
福
祉
部
中
心
に
推
進
）

生
涯
が
あ
る
人
が
地
域
で
い
き
い
き

と
生
活
で
き
る
た
め
の
自
立
支
援
に

関
す
る
湖
南
市
条
例
に
基
づ
い
た
、

生
涯
に
わ
た
る
一
貫
し
た
支
援
体
制

の
構
築
。

個
別
指
導
計
画
に
関
す
る
要
綱

湖
南
市
特
別
支
援
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク （
福
祉
部
に
統
括
機
関
設
置
）

５
歳
児
健
診
、
及
び
そ
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
調
査

　
要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も
の
内
、

多
動
・
衝
動
性
の
子
ど
も
は
落
ち
着

い
て
き
て
い
る
が
、
学
習
面
効
果
は

弱
い
よ
う
で
あ
る

（
教
育
委
員
会
部
局
に
子
ど
も
支
援
部

署
を
集
中
）

心
身
障
害
児
小
規
模
療
育
事
業

　
親
子
支
援
の
場
と
し
て
、
発
達
健

康
相
談
か
ら
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
つ

な
ぎ
的
役
割

（
教
育
委
員
会
部
局
が
中
心
に
推
進
、

次
年
度
 セ
ン
タ
ー
設
置
予
定
）

特
色
あ
る
取
り
組
み

５
歳
児
健
診

療
育
相
談
事
業
で
、
保
育
士
・
幼
稚

園
教
諭
の
専
門
性
向
上
の
養
成
事
業

を
実
施

現
場
で
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

現
場
職
員
へ
の
指
導
（
専
門
医
・
自

閉
症
、
発
達
障
害
支
援
セ
ン
タ
ー
支

援
員
等
）。
保
育
士
等
基
礎
研
修
の
実

施

園
内
委
員
会
で
の
ケ
ー
ス
検
討
→
発

達
相
談
→
就
学
前
サ
ー
ビ
ス
調
整
会

議
で
検
討
→
支
援
（
園
で
の
経
過
観

察
、
療
育
教
室
、
こ
と
ば
の
教
室
、

家
庭
児
童
相
談
室
、
医
療
機
関
に
繋

げ
る
体
制
）

保
育
園
、
幼
稚
園
巡
回
相
談
：
臨
床

心
理
士
、
言
語
聴
覚
士
、
作
業
療
法

士
が
園
を
年
に
３
、
４
回
巡
回
相
談

を
実
施
（
５
歳
児
健
診
に
お
い
て
要

観
察
、
要
精
検
、
要
医
療
の
子
ど
も

や
気
に
な
る
子
ど
も
）

障
害
児
加
配
保
育
士
、
特
別
支
援
教

育
指
導
員
・
介
助
員
　
子
育
て
課
指

導
主
事
・
特
別
支
援
教
育
課
指
導
主

事
に
よ
る
訪
問
指
導
、
教
育
相
談

　
松
江
市
保
育
・
教
育
サ
ポ
ー
ト
事

業
、
ほ
っ
と
相
談
・
特
別
支
援
幼
児

教
室

幼
稚
園
、
保
育
所
で
の

発
見
支
援

健
診
時
に
使
用
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
を
見
直
し
、
３
歳
児
健
診
以
降
就

学
ま
で
の
す
き
間
を
埋
め
る
よ
う
な

項
目
に
再
構
成

就
学
時
学
習
適
応
検
査
に
よ
る
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
。
３
年
前
か
ら

「
観
察
票
」
に
よ
る
行
動
観
察
を
行
い
、

発
達
障
害
の
疑
い
の
あ
る
児
童
の
把

握
を
行
う
。

５
歳
時
健
診
が
あ
る
た
め
、
形
骸
化

の
部
分
が
み
ら
れ
る
。

特
筆
事
項
は
な
い
。
支
援
を
要
す
る

子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
就
学
健
診
以

前
に
動
き
が
あ
る
。

就
学
時
健
診
と
そ
の
後

の
フ
ォ
ロ
ー
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(2) 健診後のフォロー
　①　フォローの流れ図

（駒ヶ根市教育委員会「５歳児健診の流れ」H １８年資料笹森（2009）から抜粋）

　②　保育園幼稚園巡回相談
・臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士がそれぞれ各幼稚園・保育園を年に３～４回巡回相談。
５歳時健診において要観察、要精検、要医療の子どもや、その他気になる子どもが対象。

　③　児童発達支援施設「つくし園」（訓練施設）
幼児（くれよんクラブ）
・乳幼児期から継続して利用している児、入園後フォローが必要とされた児、5 歳児健診でフォ
ローが必要とされた児のうち、保護者の了解が得られた子どもを対　象（20 ～ 30 名、月に
1 回）
・つくし園で取り組んできた SST などの支援を、他の園の中でも実施。13 園中 8 園で実施。
学童（トムソーヤクラブ）
・就学前から継続して利用している児、入学後フォローが必要とされた児のうち、保護者の了
解が得られた子どもが対象（50 ～ 60 名、月に１回）　

5 歳児健診結果

定期的なケース検討

保育園・学校巡回

異常なし

園対応

要精検

医療機関

要観察

巡回対応

巡回対応

要治療 治療接続

就園・就学支援委員会

１　発見と支援

(1) 法定健診とその後のフォロー
　①　乳幼児健診（2009）

３ヶ月健診 (97.2％）、５ヶ月相談（96.9％）、10 ヶ月健診（94.6％）、12 ヶ月相談　(94.1％）、
１歳６ヶ月健診（96.2％）、２歳児相談（93.7％）２歳６ヶ月相談（88.　5％）、３歳児健診

（95.6％）、５歳児健診（97.8％）

Ａ　長野県駒ヶ根市
人口：34,002 人 出生数：312 人

保育所数：10 幼稚園数：３
小学校数：  5 中学校数：２
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(3) 5 歳時健診、就学時健診とその後のフォロー
　① ５歳時健診は１. １）を参照。
　② 就学時健診（就学支援）・・・５歳児健診があるため、形骸化の部分もみられるとのこと。

　③「子どもカルテ」などにより学校と連携を図るが、すべての子どもをフォローできないなどの課題。
　(4) 幼稚園・保育所での発見、支援
  　　・１．１）を参照。巡回相談により気になる子どもへの気づきを促し、支援へつなぐ。

5/28　就園・就学支援委員会　年間計画確認

就学期 幼学期

6/24　第 1 回就学支援部会（検討児紹介）
〈身障・知識・発達障がいの把握〉

教育相談員、保育カウンセラー、発達支援コーディ
ネーター等と保護者との懇談・相談

保護者との懇談、就学決定
特別支援学校就学予定者決定

発達検査など判断材料の整備

就学に向けた保護者との相談・支援

5 月

8 月

1 月

10月

8/27　第 2 回就学支援部会（小委員会含）

1/27　就園・就学支援委員会  答甲

10/21　第 3 回就学支援部会（小委員会含）

校内就学支援委員会
就学後の在籍調整

小学校から中学校への就学
子ども課  相談、発達検査等

保護者との懇談、就学決定

県教委の巡回教育相談は廃止し
市の教育相談とする

就園支援部会

下図参照（下井（2010）から抜粋）

  ④　「子どもカルテ（発育発達支援個人票）」（学校との連携）
・ア　５歳児健診で「要精検」「要医療」、イ　巡回相談で園からニーズのあった子どもで、保
護者の了解が得られた子ども、ウ　就学相談のあった子ども、エ　その他、相談のあった子
ども、を対象。
・支援を文書化（年間およそ 30 作成）するが、学校での利用や共有化に課題あり。

  ⑤　5 歳児健診フォローアップ調査
・「要精検」「要医療」の子どもについて学齢期でフォローアップ調査：２、５年生    で実施。
・妥当性、信頼性、計画性のある効果の検証が課題。
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２　就学後へのつながり

(1) 小学校への移行支援とその後の支援
・「子どもカルテ」により支援を文書化。
・「つくし園」や相談などでつながりのある子ども以外は、十分にフォローできていないが、就学
後に実施される５歳児健診のフォローアップ調査で子どものニー   ズを確認。

(2) その後の移行支援・・・(1) と同様

３　その他の特色ある取り組みや成果

(1) ５歳時健診、及びそのフォローアップ調査（上記参照）
(2) フォローアップ調査の結果と今後の方向性

①　要精検・要医療の子どものうち、多動・衝動性の子どもは落ち着いてきているが（24 名中
20 名は改善）、学習面への効果は弱いようである→つくし園の子どもをみても、学習への支援の
ニーズが高く、今年度はそのための特別のプログラムも実施している。ただし、時間がかかるた
め全体に普及できるか疑問。
②　要精検・要医療の子どもは、現在のところ不登校になっていない（駒ヶ根不登校多い）。ただし、
今後、高学年になった時どうなるか→今年度５年生で検証実施
③　H16 の調査時は、批判的な声も多かった（e.g.「個性の範囲を障害として捉える必要性はあ
るか」）

　　 「レッテルをはられた」「1 回の受診のあと何もない」）→最近は、子どもから認知された
（e.g. 「おれ、５歳児健診おわったよ」などの声）。保護者からも５歳児健診をすることで「気持
ちを整える時間がもてた」「安心できる」などの声が聞こえるようになってきた。特に健診後に
支援を受けられた保護者からは肯定的な意見が多い。　

（玉木宗久・海津亜希子）
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１　発見と支援

（1）法定健診とその後のフォロー
・健診（4 ヶ月、10 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳 6 ヶ月、3 歳 6 ヶ月）における早期発見

 （2）5 歳時健診、就学時健診とその後のフォロー
・早期対応、フォローにより、支援率が 15％（平成 21 年度）→ 17％（平成 22 年度）

　この支援率とは、要支援と考えられて就学指導委員会に諮問報告される子ども　（25%程）
のうち、このことを保護者が了解し支援できるようになる子どもの全　園児に対する割合で
あり、支援率の増加は、より多くの支援の必要な子どもが、　支援を受けられるようになって
いることを示している。また、残りの 10%についても、保護者が納得しないケースは少なく、
具体的な支援を即刻に講ずる段階と　言えないケースであるとのこと。早期対応、フォローに
よって、保護者の理解が　高まっていると考えることもできよう。加えて、特別支援学級への
就学など、就学指導の答申に沿った就学が特別支援学校 86%、特別支援学級 72%等となって
いる。

Ｂ　滋賀県湖南市

人口：55,442 人 出生数：500 人
保育所数：11( 公立８　私立３） 幼稚園数：6（公立３　私立３）

小学校数：９ 中学校数：４
特別支援学校数：１（知的障害・肢体不自由併設）

・３歳児健診でフォローアップできているので、５歳児健診は必要ない。
・就学時健診では、特にチェックしない。その前までにフォローしているから。
・就学指導委員会に報告された割合 25.3％（平成 21 年度全園児比）
・保護者が支援が必要であることを了解している園児：15％（全園児比）
→支援率 15％（ＩＥＰ作成）

知的障害特別支援学校就学：1.08％
知的障害特別支援学級就学：2.35％
自閉・情緒特別支援学級就学：2.7％
通常の学級就学 6.5％（個別の指導計画を作成して支援）→ 12%（平成 22 年度）
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（3）幼稚園・保育所での発見、支援
・保育園・幼稚園における早期の気づき（園内委員会でのケース検討）定着→＜発達　相談＞
保健センター（地区担当保健師）窓口（→必要に応じて発達相談員も参画）
・550 人出生／年、そのうち 55 名（毎年１割程度）が実際に発達相談（就学前サービス調整
会議を経て支援が行われる。）にまでつながっている。
・発達相談後→発達支援センター就学前サービス調整会議で検討（現在、湖南市発達支援就学
前サービス調整会議設置要綱が決定待機状態）検討後→園での経過観察、ことばの教室、ぞ
うさん教室（療育教室、家庭児童相談室、医療につなげる体制。

　上の数字は、全国平均－特別支援学校 0.58%の約２倍、特別支援学級 1.26%の約 4 倍。通常学
級の IEP と通級は正確な比較対象とならないが、通級 0.5%の 13 倍の支援率となっている。この
“ 障害児の増加 ” は、早期支援とフォローと施策によって、本来支援されるべき、例えば 6.3%な
どと推定される子どもを含めた支援が行われて いると考えることもできるかもしれない。
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２　就学後へのつながり

（1）小学校への移行支援とその後の支援
・小・中学校巡回相談（支援室）を実施
・各学校のコーディネーターがタイムリーに支援室に問い合わせてくれている。
・巡回相談員の活用（ことばの教室担当者、発達相談員）
・支援室長が４つの中学校を担当
・幼稚園保育所巡回相談→発達相談員、ことばの教室指導員（計４名）時間給で１名（支援学校 
退職者）
・市内全小学校の新１年生を対象に「読み書きチェック（湖南市版）」を７月に実施。
・市内全小学校２年生にも「読み書きチェック（湖南市版）」を４月に実施。
→気になる子についてのフォロー：巡回相談員が授業参観、発達検査、ことばの教室の活用（小 
学校２校）
・学習支援員：各校に１名（計１９名）　採用条件：教員免許保持者

（2）その後の移行支援

＜中学校以降の支援について＞
・高校への引き継ぎ

　　平成２３年３月に「湖南市個別支援移行計画」作成本格実施（平成２１年～２２   年試行期間）
・個別の教育支援計画→湖南市では、「個別の指導計画」に盛りこまれている。（様式を各校へ提 
供：ガイドブック作成）
・平成１６年１０月１日施行「湖南市個別指導計画に関する要綱」
・不登校ネットワーク会議と巡回相談ネットワーク会議とドッキングしている。
( 市内の不登校児童生徒は減少傾向 )

＜中学校卒業後の進路＞（平成 21 年度）
・知的障害特別支援学級生徒→特別支援学校　高等部へ進学（約 90％）
・自閉症・情緒障害特別支援学級生徒→　公立・私立高等学校へ進学（100％）
・通常学級在籍生徒→　特別支援学校（高等部）２名、残りは公立・私立高等学校 へ進学
＊進路未定者→　０名
・高等学校中退率が減少傾向にある。
・保護者から積極的な相談があり、幼稚園保育所でしっかり保護者と話ができている。
（早期支援とフォローの充実によって、中学卒業時の進学、あるいは、高校の中退率の減少など、 
アウトカムにつながっているという印象であるという。支援率が全国平均に比較して格段に多 
いことが、きちんとアウトカムにつながるといえる印象であり、今後の検証がまたれる。）

＜高校生や大学生等への支援＞
・必要に応じて、高校進学した生徒への定期的なフォローを実施
・相談窓口として支援室が機能している。

＜就労支援について＞
・相談窓口：障害者就労情報センター（担当：商工労政課）でフォロー：主に知的  障害者
・高機能自閉症等の相談窓口：障害者雇用・生活支援センターがフォロー
・発達支援室が個別の面談を行い関わりを持っている。
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３　その他の特色ある取り組みや成果

＜市全体として＞
・障害のある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例
 （平成 18 年 6 月 20 日条例第２３号）施行。
・個別支援計画に関する要綱（平成 16 年 10 月 1 日　教育委員会告示第７号）施行。
・湖南市特別支援教育ハンドブック（平成１８年２月 1 ４日）の作成、配布、活用を図る。
・KIDS（湖南市発達支援 IT ネットワーク）の構築

＜優れた「統括・調整」システム＞
全市町村ごとに関係諸機関の連携体制・ネットワークが整備されている。
・利用者が使いやすいようにどこの窓口で相談しても、適切な支援につながる。
・子どもの状態を的確に把握することや保護者の支援のために、地域の資源が効率的に素早く動
員される。
・情報を共有し、支援の一貫性が保たれる。
・支援に関わる行政サービスの無駄を排する。
＊現在、発達支援市室の活動や体制、人事（資質）など規定として明確に位置づける取り組み
を進めている。

４．課題

(1) 中学校の特別支援教育の充実
(2) 個別の相談を受ける担当者の育成
(3) 新任教師へのシステムの周知
(4) レスパイトサービスの充実不足（ある程度民間に存在するが、十分な数に応えられてない現状）

（棟方哲弥、大城政之）
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Ｃ　三重県亀山市

人口：50,470 人 出生数：484 人
保育所数：13( 公立９　私立４） 幼稚園数：５（公立５）

小学校数：11 中学校数：３

１　発見と支援

（1）法定健診とその後のフォロー
①　乳幼児健診の充実について

・乳幼児健診の受診率：1:6 歳児健診 97.2％（415/427 名）要経過観察児数 139 名
3 歳児健診　95.8％（453/473 名）要経過観察児数 107 名

・健診項目は新版 K 式を簡易項目にして行っている。（精検あり）
・健診については基本的に母子保健の健康推進室所属の保健師が担当しているが、子ども支
援室所属の保健師もスタッフとして入る。
・要経過観察児は、フォロー教室「のびのび教室」（年 3 回）でフォローし、最終回には心理
士が入り気になる児については「のびのびクラブ」で就園時まで（4 ～ 5 歳）フォローする。

「のびのびクラブ」では必要に応じて心理検査、言語検査も行う。
・1:6 健診以前の様子については、医師会主催で「乳幼児健診検討委員会」があり、　4 か月、
10 か月健診の経過を検討する。また、「赤ちゃん訪問」（2 か月時、」保健師又は看護師が訪問）
時の経過も併せて検討する。「赤ちゃん訪問」は新生児の 96％が受けている。

②　療育相談事業について
・平成 19 年度より市費による発達促進のための事業を立ち上げた。
・週に 1 回の小集団指導で 3 か月を 1 クールとして行う。（前後に 2 回ケースカンファンス
を行う）
・スタッフは県の療育機関「あすなろ学園」で研修を受けた保育士や保健師が中心となる。
・対象児は幼稚園在園児。
・この事業は人材育成の目的も兼ねており、担当保育士や教諭が指導を見て園での指導に活
かしてもらうようにしている。また、半年に一人ずつ研修のためのスタッフとして受け入れ
ている。
・1 クール終了後は、必要に応じて継続指導する場合や、園に戻す場合もある。

（2）5 歳児健診、就学時健診とその後のフォロー
①　5 歳児健診は行っていない。その点をカバーするために、就学時健診の内容を再検討した。
②　就学時健診について

・健診時に使用するチェックリストを見直し、3 歳児健診以降就学までの隙間を埋めるよう
な項目に再構成した。（5 歳児健診的な性格）
・毎年就学時健診前に、各校の教頭、コーディネーター、養護教諭を集めた会議で説明を行う。
・評価は全て点数化して相談履歴に加え、これらの情報は就学委員会でまとめ、幼稚園、保
育所へも伝える。その際、相談履歴のない気になる子どもについては、幼・保から働きかけ
てもらうようにし来所を待つ。このような情報は支援室を通して小学校へ伝える。
※就学時健診のチェックリストは検査の簡単な解釈もあるため使いやすいとのこと
※別途、県から使うようにという指示のあった「就学支援ファイル」もあるが、これを使っ
ている家庭は少ない。希望があれば作成にはかかわる。
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（3）幼稚園、保育所での発見支援
・療育相談事業で、保育所や幼稚園の保育士、教員の専門性を高めるための養成事業を行っ
ている。
・養成された保育士、教員を中心に新たな気づきや支援が始まっている。

２　就学後へのつながり

（1）小学校への移行支援とその後の支援
・小学校に情緒の通級指導教室ができた。通級しているほとんどの子どもが相談歴ある。
・以前からあったことばの教室、適応指導教室と連携し、教師中心の療育の場ができた。
対象は小・中学校の通級指導教室に通っている児童生徒。基本は小集団指導。「こみけクラブ」（小
学中学年～中学）、「こみけキッズ」（小学 1 年～小学中学年）開催するのは長期休暇中。
・亀山市教育委員会教育研究室がバックアップしている。 

（2）その後の移行支援
・中学以降の支援については、青少年総合支援センターで不登校、ひきこもり等への支援を行う
ようになった。（教育研究室との連携）
・高等学校以降は障害者総合支援センター「あい」でのフォローも始まった。
※中学生、高校生への支援をどう展開していくかは今後の課題でもある。

３　その他の特色ある取り組み

（1）亀山市子ども総合センターについて
・平成 22 年 4 月に、従来の「子ども総合支援室」が、児童福祉部門と連携し、福祉にかかわる
公的サービスに関してもかかわることができるようにした。
・子どもの相談情報を一括管理している。
・発達支援に関しては「子ども支援室」が担当し、福祉関係は「子ども家庭室」が担当し、この
2 つを合わせて「子ども総合支援センター」としている。
・事務的な仕事に関しても執り行うことができるようにし、事務員も配置されている。スタッフ
は 15 名。センター長は健康福祉部長が兼務。

　
（2）全体を通しての特色

・一旦相談の流れに乗ると、中断することはほとんどなく終結が若干ある程度。小・中学校で新
規相談となる子どもたちは、LD や非定型自閉症の傾向の子どもがほとんどで、知的にも境界線
レベルが多い。
・相談ファイルは一括して支援室で管理。求められれば見せる。また医療機関への紹介状等が必
要な時は支援室で作成。
・引き継ぎは、年度替わりに幼・保、小、中で行う。現時点で中・高のつなぎのケースは数例である。

・市単独での学習生活相談員は各校 1 名配置（基本的には免許保有者）。
介助員は特別支援学級に対し 56 名配置。

（特別支援学級在籍児童 109 名、通常の学級在籍の障害のある児童 10 名に対し）
・市単独で加配講師を付け、少人数学級（25 人程度）を実施している

（梅田　真理、小林　倫代）
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☆ 4 か月、10 か月健診に「母親の気持ちアンケート」追加
1 歳半健診、3 歳児健診に、発達障害を想定した項目を追加

・自動車を押したり、人形を抱いたりして遊びますか（1 歳半）
・痛い思いをしたり悲しいとき、お母さんなどにしがみつきますか (1 歳半 )
・お母さんと離れて、友達と遊ぶことができますか。（３歳）
・気になっている “ くせ ” はないですか。（３歳）

１．気づきと支援

(1) 乳幼児健診とその後のフォローについて
①　乳幼児健康診査等

②　健診後のフォロー
　・出生後から 10 か月健診での気づき　→　医療機関　→　療育機関
　・10 か月健診以降　→　医療機関／発達健康相談　　→　療育機関／幼稚園・保育所
　・2 歳児相談を H22 年度から実施（27 名／ 9 月末まで）
　・発達健康相談、受診 104 人、のべ 149 人（H21 年度）

(2) ５歳児健診等や就学時健診とその後のフォロー
 ①　5 歳児健診
　・現在実施していない。合併予定の東出雲町では実施（100%目標）のため、調整中。
 ②　就学時健診
　・特筆事項はない。支援を要する子どもについては、就学時健診以前に動きがある。

Ｄ　島根県松江市

人口：192,313 人 出生数　1,674 人
保育所数：47（公立 14　私立 33） 幼稚園：　31（公立 27　私立４）
小学校数：35（国立１　公立 34） 中学校数：18（公立 16　私立２）

特別支援学校：５（視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱虚弱）
Ｈ 23 年度中に東出雲町（人口 14,730 人、５歳児健診実施）と合併予定

産後 4 日目：出産した医療機関で、母親にＥＰＤＳ実施 H21 年度受診数 ( 受診率）

　・こんにちは赤ちゃん事業（家庭訪問）

　・１か月健診：医療機関で個別実施（母親にＥＰＤＳ実施）　　　　　　1,537 人 (91.8% )

　・4 か月健診：集団（母親の気持ちアンケート実施）　　　　　　　　　1,602 人 (95.9% )

　・10 か月健診：医療機関で個別実施　　　　　　　　　　　　　　　　1,350 人 (80.8% )

　・1 歳 6 か月児健診：集団、1 歳 6 か月で実施　　　　　　　　　　  　1,597 人 (93.7% )

　・3 歳児健診：集団、3 歳 1 か月で実施（東出雲町は 3 歳 6 か月）　　　1,557 人 (88.4% )
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(3) 幼稚園・保育所での気づき、支援
① 障がい児加配保育士（市立、私立）
　・31 保育所　50 名の子どもに対して 35 名保育士を加配（H21）

② 特別支援教育指導員・介助員の配置（市立のみか？ ･･･ 国の制度としては）
　・10 幼稚園　18 名の子どもに対して指導員 12 名、介助員 5 名を配置（H22）
　・園長が親子と面談→子育て課受理、検査等実施→特別支援教育課と協議・決定
　
③ 訪問指導、教育相談
　・子育て課指導主事（秦氏）訪問指導数　　　　　　　　　　　　45 件／年　予定
　・特別支援教育課指導主事（青木氏他）訪問指導、教育相談数　　60 件／年　予定

④ 松江市保育・教育サポート事業（子育て課幼稚園係）
　・全認可保育所（５８）、全幼稚園（３１）、幼保園（１）対象
　・サポーターは、大学教員、小児科医、乳幼児保育・教育等に関する専門家
　・H17、１８文科の事業　→　H19 からは市単事業
　・乳幼児保育・教育相談事業　＝　幼保への支援（訪問指導、職員研修会）
　・子育て相談事業　＝　保護者への支援（子育て相談、講話会）

⑤　ほっと相談、特別支援幼児教室

・ほっと相談実績

・特別支援幼児教室卒業生の進路（Ｈ 21 年度、29 名）

　　　特別支援学校３、特別支援学級６、通級１３、通級予定１、通常校内支援６

・特別支援幼児教室実績
平成 18 年度 214 名
平成 19 年度 226 名
平成 20 年度 262 名
平成 21 年度 271 名

平成 22 年 9 月 115 名

平成 18 年度 64 名
平成 19 年度 63 名
平成 20 年度 58 名
平成 21 年度 57 名

平成 22 年 9 月 51 名
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２．就学後へのつながり

(1) 小学校への移行支援
①　だんだんファイルの見直し（アンケート調査実施）
　・体裁 ･･･ もう少し薄く、カバンに入りやすいものにしたい。

　　　　　 しかし個別の教育支援計画、移行支援計画はつづれる必要がある。（Ａ４版）
　・内容 ･･･ 保護者記入ページの精選（保護者任せにならないように）

　　　　　 子どもの実態把握のページ、障害別の記入ページの作成 ･･･
　・周知 ･･･ 関係機関への周知。移行の際、ファイルを持っているか否かを伝える。

　　　     保護者への周知。利点をアピール（成長記録、支援の引継、障害年金の証明 など）
　・広域連携事業（安来市、東出雲市）におけるだんだんファイルの利用
　・汎用性の高い手帳の作成検討　　・３歳児健診で全員配布できるようなものを検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② 個別の移行支援会議、移行支援計画作成会議
　・小学校、特別支援学校小学部への見学 ･･･ ４歳児クラスの３月から開始
　・保護者＋コーディネーター同行。教師の視点で確認（トイレは自由に行けるか？
　　休み時間に担任はどこにいるか？　登下校時先生はどこまで見てくれるか？など）
　・移行支援計画作成会議
　・出席者：保護者、在籍園長、担任、コーディネーター、就学予定校、関係機関の者
　・内容：家庭、園での様子と支援の内容、子どもの捉え、長期目標、就学後の支援内容
　・小学校への連絡会
　・新１年生の４月１日～入学式までに、コーディネーター、保護者が学校訪問して実施
　・担任に直接引継が可能。入学式会場や教室の下見が可能

３．その他の特色ある取組や成果

心身障害児地域小規模療育事業（「なかよし教室」が子育て支援センター内に設置
　・親子支援の場として、発達健康相談等から次のステップへのつなぎ的役割
　・「なかよし教室」利用経観があれば、保育所での加配対象となる。

（久保山　茂樹、笹森　洋樹）
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Ｅ　鳥取県倉吉市

人口：　51、057 人 出生数：450 人
保育所：24（公立 11、私立 13） 幼稚園 3（私立　３）

小学校数：14 中学校数：５
特別支援学校：１( 知的障害）

１　発見と支援

(1）法定健診とその後のフォロー
① 平成 17 年度 3 歳児健診の見直し（問診票の追加と発達支援センターの参加）
② 平成 18 年度 1 歳 6 ヶ月児健診の見直し（問診票の追加と発達支援センターの参加）
  　　　　　　 健診後のフォロー（1 歳 6 ヶ月健診後の親子教室開始）
  　　　　　　　　　　　　　　 （保育所等の巡回相談の活用）
③ 平成 19 年度　1 歳 6 ヶ月児健診追加問診票を再検討
　　　　　　　　子育て支援センターとの連携
④ 平成 20 年度　3 歳児健診の追加問診票を再検討
　結果
  ・問診票の追加により、フォロー児が増加した。
　　 1 歳 6 ヶ月児健診　37％がグレーゾーン
　　 3 歳児健診　　　　40％がグレーゾーン
  ・保育、教育との連携機能の向上が図れた。

（2）5 歳児健診、就学時健診とその後のフォロー
①　5 歳児発達相談とそのフォロー
　　保護者・就園先職員によるアンケートでの１次スクリーニングの実施
    平成 19 年度　5 歳児発達相談後のフォローとして小学校通級指導教室の活用
　　平成 20 年度　5 歳児発達相談に教育委員会指導主事の参加
②　就学時健診
  　就学時健康診断における発達障害の早期発見の工夫
　　就学児学習適応検査によるスクリーングの実施
　　３年前から「観察票」による行動観察を行い、発達障害の疑いのある児童を把握
　　（就学時健診までに概ね児童の把握ができるシステムづくりの推進に努めている）

（3）　幼稚園・保育所での発見、支援
①　発達障害児の支援方法について、現場でスーパーバイザーによる現場職員への指導　　
②　診断はついていないが支援を要する児童について、保育所・幼稚園等に、専門医及び自閉症・
発達障害支援センター支援員等が出向き、現場職員を指導すると共に、関係者でその後の支援に
ついて検討する。
③　保育士等基礎研修会（子ども遊びを応援しよう・実践等）
　　集団での人間関係作りの研修
　　リーダー育成研修



��

２　就学後へのつながり

（1）小学校への移行支援とその後の支援
　①　支援を要する幼児について小学校へつなぐ体制

・相談指導教室を設置し、発達障害のある幼児及び保護者、指導者に対する教育相談や指導助
言を実施（発達障害通級指導教室・言語障害通級指導教室）
・移行支援会議を開催し、支援が必要な幼児に対し就学後も一貫した支援が継続してできるよ
うにする。

（2) その後の移行支援
支援のつなぎ　移行支援会議

・５歳児発達相談に教育委員会指導主事が参加し、小学校への移行に向けた支援として教育相
談へつなぐ。

②　小学校入学後の支援
　・１年生訪問

指導主事、保健師による１年生の学級訪問を実施し、移行の様子を確認し、必要に応じて園、
学校と連携を図る。

　・各学期ごとに、１年生「ひらがなを書く」ことの調査、３年生「数に関する」調査を実施し、
LD の早期発見と支援を行う。つまずきのあった児童については、過程との連携、個別指導、
校内委員会および校内就学指導委員会での検討等配慮を行う。

③　倉吉市個別支援計画
倉吉個別支援計画の様式を作成し、園、小学校、中学校に送付し、支援の必要な幼児、児
童について保護者の同意を得て作成。就学前に作成した個別支援計画は保護者を通して小
学校へつないでいる。

１９年度 ２０年度 ２１年度
園→小学校 １６人 ２１人 １６人

１９年度 ２０年度 ２１年度
保育所 １６人 16 人 21 人

表１　就学後に支援の継続が実施された児童数

表３　卒後に支援のつなぎが実施された（移行支援会議にあがった）児童生徒数

表２　各年度における個別支援計画の作成児童生徒数

５人
２０人

５人
63 人

3 人
74 人

小学校（通常学級）　
（特別支援学級）

５人
16 人

3 人
25 人

5 人
29 人

中学校（通常学級）　
（特別支援学級）

１９年度 ２０年度 ２１年度
小→中学校 ５人 １０人 ９人
中→高校 １人 ３人 ０人
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３　その他の特色ある取り組みと成果

(1) 生涯を通した支援体制
①継続した支援の体制づくり

（担当窓口コーディネーターの設置、個別支援計画の作成、移行支援会議の開催）
②地域の支援ネットワークづくり（保護者、保険・医療・福祉・教育就労関係者、地域住民等で
構成する支援組織の設置、地域住民・事業主等への啓発）
③人材育成システム
④データー管理システム（個別支援計画の作成と併せ、乳幼児検診から一貫して支援する体制）

(2) 成果
　行動、生活面に何らかの支援を要する児童が多い状況から、障害の有無にかかわらず、運動や
遊びを中心とした児童の成長・発達への支援の必要性、母子を中心とした児童への関わり方への
指導や支援の必要性等、子育て家庭への支援を進めていくことの必要性を再認識した。その結果、
各機関が連携を取り、０歳からの系統だった児童支援や子育て支援を推進するような施策を検討
する契機となった。

（藤井　茂樹、伊藤　由美）

①　中学校以降の支援
・通級指導教室
・元気はつらつプランによる教育支援員の配置
・特別支援学級支援非常勤講師の配置
・LD 等専門員による巡回相談
・移行支援会議

②　高校生の支援
・通級指導教室（養護学校内）
・今後　高等養護学校の設置
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２　子育て支援ファイルの活用と課題

　今回、調査訪問した５地域の中で、障害等のある子どもへ生涯にわたる適切な支援を行うため、一
貫した相談支援の推進を図り、保護者を含め、関係機関における基本的な情報の受け渡しと共有化を
図るための支援ファイルが作成、活用されていた。松江市の「まつえしサポートファイルだんだん」、
湖南市の「ここあいパスポート」である。このような支援ファイルは全国の多くの自治体で作成され
るようになり、本報告では、松江市の「だんだんファイル」と新潟県三条市の「すまいるファイル」
について、検討していきたい。

(1)　「まつえしだんだんファイル」（松江市）

　このファイルは、松江市教育委員会（特別支援教育室）、健康福祉部（健康推進課・子育て課）と
連携して活用している。ファイルには、家庭における子どもの発達の状況やエピソード、心配なこと
などを保護者が随時記録したり、子どもの発達の状況や療育及び教育等の関わり、療育相談や教育相
談における内容等を保護者又は相談機関等が記録する。発達相談、療育事業、特別支援幼児教室、県
立特別支援学校の相談機関等において、希望する方に渡している。このファイルによって、子どもが
どのような相談や支援を受けてきたのか等の情報を把握し、これまでの支援を踏まえ、更に関係機関
による連携を強化した支援を検討するのである。
　松江市は、障害のある人への一貫した支援体制充実のため、だんだんファイルに対するアンケー
ト調査を実施した ( 平成 22年度）。アンケート対象児の年齢は、３歳から 11歳までであり、計 118
名の保護者に調査を行った。
　サポートファイルの周知についての問いに対し、半数が知らないという結果であった。半数近くは、
現在サポートファイルを所持しており、そのうちの 3割の保護者は活用していた。しかし、持って
いるだけとか、最初は使っていたが現在は使用していないという意見もあった。このファイルのプラ
ス面は、子どもの成長発達がたどれる、子どもの相談記録が残っていい、相談するたびにその場所毎
に最初から説明しなくていいことがあげられた。マイナス面では、サイズが大きすぎる、使い方がよ
くわからない、相談先に周知されていない等であった。この調査を受け市は、①保護者への相談ファ
イルとその利用についての周知、②相談機関への活用の働きかけ、③保護者記入を減らすなどファイ
ルの内容を吟味、④現在のファイルではなく、誰でも持ちやすい母子手帳と共に携行できるものにす
る等の検討を行っている。
　全国でいち早く子育て支援ファイルを作成、活用してきた松江市であったが、今回のようにファイ
ルを所持する保護者にアンケート等の調査を実施し、活用状況等の確認をしていかないと、すばらし
い子育て支援ファイルを作っても活用されていかないことになる。当事者視点の施策の実行を、強く
印象づけた事例といえる。

(2)　子育てサポートファイル「すまいるファイル」( 三条市）

　三条市教育委員会は、全ての子どもに対しよりよい発達の支援を行うため、子どもに関わる情報を
保護者の下で管理し、その記録を以て家庭及び関係機関間の情報の共有化を円滑かつ的確に行うため
のツールとして発行している。出生届提出時に、全ての家庭に配布し、子どもの診断歴や発達の記録、
個別の支援計画などを保護者がつづるのである。関係機関との情報共有にも使用される。
　三条市は、子ども・若者という「三条市民」が、乳幼児から就労・自立に至るまで切れ目なく一貫して、
個に応じた必要な支援を総合的に受けられるようにするため、市が情報を可能な限り集約し、関係機
関が連携して支援する仕組み「三条市子ども・若者総合システム」を立ち上げている。すまいるファ
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イルは、このシステムが目指す、ライフステージに応じた切れ目のない総合支援を提供するツールと
して活用するのである。
　三条市は、教育委員会に「子育て支援課」を創設し、子ども行政を一元化しているところに大きな
特徴がある。つまり、義務教育の中に保育所・幼稚園を含み、母子保健と放課後支援、虐待防止を付
加したシステムといえる。その動きの中に、すまいるファイルが連携のツールとして位置づけられて
いる。
　三条市の取組は始まったばかりではあるが、このシステムが今後どのように稼働されるのかをみて
いきたい。　　
　

３　地域事例のまとめ

　この章では、先進的に早期支援に取り組む地域の状況を述べてきた。この早期支援の取組が生涯に
わたる一貫した支援体制の中に位置づけられている地域の湖南市、早期支援の取組を就学後に活かそ
うとする地域の駒ヶ根市・亀山市・倉吉市、湖南市のような体制を作り取り組もうとしている松江市
である。
(1)　駒ヶ根市

　子どもカルテ（発達発育支援個人票）により、支援を文章化したり、就学後に実施される５
歳児健診のフォローアップ調査により、支援の継続性を図ろうとしている。

(2)　亀山市
　子ども総合センター（発達支援と福祉関係を統合）が、子どもの相談情報を一括管理し、就
学前から就学後の移行がスムーズにいくようにしている。就学時健診を充実させて、保育園・
幼稚園と小学校との連携を図っている。学齢期では、小・中学校の通級指導教室や、小集団指
導「こみけクラブ」での指導の充実に取り組んでいる。中学校移行の支援は、子ども総合支援
センターと青少年総合支援センターと連携しての取組である。

(3)　倉吉市
　支援を要する幼児について、小学校へつなぐ体制を作っている。相談指導教室の設置と移行
支援会議の開催である。５歳児健診に教育委員会指導主事の参加も、移行支援体制の一つである。
小学校入学後は、指導主事と保健師による1年生の学級訪問を行っている。支援のつなぎとして、
移行支援会議を行っている。小学校から中学校への移行支援会議は多いが、中学校から高校へ
の移行支援会議も数は少ないが実施されている。

(4)　松江市
　だんだんファイルの見直しを行い、小学校への支援の継続性を図ることと、個別の移行支援
計画作成会議の開催である。移行支援計画作成まで至らなくても、情報の受け渡し、支援の内
容等について、保護者参加のもと移行支援会議を開催することに意義がある。市は、乳幼児期
からの一貫した支援体制の充実と情報共有のための「だんだんファイル」の充実、幼・保、小、
中の移行支援会議や移行支援会議の充実に取り組もうとしている。来年度には、松江市発達・
教育相談支援センターが開設され、教育・保健・福祉・医療等が一体となった乳幼児期から青
年期までの一貫した相談支援の拠点組織ができる予定である。

(5)　湖南市
　「障がいのある人が地域でいきいきと生活できるためための自立支援に関する湖南市条例」に
基づく、一貫した支援体制が確立した地域である。
支援の状況を下記の通りである。
①早期対応、フォローにより、支援率が１５％（平成 21年度）→１７％（平成 22年度）
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（藤井　茂樹）

②就学指導委員会に報告された割合２５．３％（平成 21年度全園児比）
③保護者が支援が必要であることを了解している園児：１５％（全園児比）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  →支援率１５％（ＩＥＰ作成）
④知的障害特別支援学校就学：1.08％
⑤知的障害特別支援学級就学：2.35％
⑥自閉・情緒特別支援学級就学：2.7％
⑦通常の学級就学６．５％（個別の指導計画を作成して支援）→ 12%（平成 22年度）

　      
　全国平均－特別支援学校 0.58%の約２倍、特別支援学級 1.26%の約 4倍。通常学級の IEP と通級
は正確な比較対象とならないが、通級 0.5%の 13倍の支援率となっている。
　この “障害児の増加 ”は、早期支援とフォローと施策によって、本来支援されるべき、例えば 6.3%
などと推定される子どもを含めた支援が行われていると考えることもできるかもしれない。
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